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●防災特集　災害被害ゼロを目指して
　～東海豪雨から10年　記憶・教訓を次世代へ～
●10月10日（日）　清須返し時代絵巻　
●清洲土田土地区画整理事業    町名地番の変更に伴う
　住所変更による手続きのお知らせ
●イベントニュース
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65，926
33，028
32，898
26，356

総人口
男
女
世帯数

人
人
人
世帯

（＋ 18人）
（＋ 12人）
（＋ 6人）
（＋32世帯）

〈平成２２年８月１日現在〉

清須市の人口清須市の人口清須市の人口

8月7日・8日

清須越四百年宵祭り「盆踊り」

うるるん

きよ丸



住民を救助する自衛隊【写真：防衛省 自衛隊愛知地方協力本部 提供】

　月日が経つのは早く東海豪雨災害から1０年が
経ちました。皆さんは当時のことをどれぐらい
覚えていますか。被害に遭い大変だった人、そ
うでない人、さまざまだと思います。そして現
在、あの大災害を教訓に、皆さんはどのような
災害対策を行っていますか。自然災害の発生自
体は防ぐことはできませんが、被害は一人ひと
りの心がけで減らすことができます。記憶が風
化してしまう前に語り継ぎ、当時のことについ
て話し合ってみてください。災害を知ることこ
そが防災への第一歩となります。

■問合せ　防災行政課（本庁舎）

東海豪雨から１東海豪雨から１０年東海豪雨から１０年

　昔、新川は存在しませんでした。現在、この地域を流れている五条川や北名古屋市を流れている大山川、
合瀬川などの中小河川はすべて庄内川に合流していたことから、江戸時代中頃まで度重なる洪水被害に遭い
周辺住民は苦しめられてきました。そこで、当時の尾張藩は１７８４年から４年の年月を要し、庄内川に合流す
るこれらの川を直接海へ導くために新しく川を開削し、堤防決壊の防止と排水改善を行いました。この川こ
そが現在の「新川」なのです。
　新川は近くに住む人たちが安心して暮らせるようにという思いが込められた川です。そして、私たちに風
水害の恐ろしさ、教訓を思い知らせたのもまた新川なのです。この川を造り上げた人々の意志を我々は受け
継ぎ、一人ひとりが風水害に対する意識を持たなければいけません。

新川の歴史新川の歴史新川の歴史

　東海豪雨が発生した平成1２年９月１１日には、年間降水量の３分の１以上
にあたる428ミリもの雨が降りました。まさに想定外だった記録的豪雨は
私たちにさまざまな教訓を残しました。
　その中で、「避難」の観点から作成したものが洪水ハザードマップです。
過去に起きた水害では、マップを見た人と見なかった人とでは、マップを
見た人の方が１時間も避難行動が早かったことが分かっています。地震と
違って水害は、大きな被害が出る前にそれぞれが減災行動を行う時間があ
ります。ハザードマップを眠らせておくのは宝の持ち腐れです。ぜひ東海
豪雨から1０年の節目となる今を機会に洪水ハザードマップをもう一度確認
し、減災の一助にしてください。

減災の第一歩は「避難」減災の第一歩は「避難」減災の第一歩は「避難」

～東海豪雨か東海豪雨から１０ら１０年
　　　記憶 ・ 教訓を次世代へ～　　　記憶 ・ 教訓を次世代へ～
～東海豪雨か東海豪雨から１０ら１０年
　　　記憶 ・ 教訓を次世代へ～　　　記憶 ・ 教訓を次世代へ～
～東海豪雨から１０年
　　　記憶 ・ 教訓を次世代へ～
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災害府外ゼロを目指して災害府外ゼロを目指して　災害被害ゼロを目指して災害被害ゼロを目指して　災害被害ゼロを目指して災害被害ゼロを目指して

　清須市ではさまざまな方法で、市民の皆さんが災害情報を得られるよう努めています。ぜひ活用してくだ
さい。
◎防災行政無線による放送…市域に設置してある屋外子局スピーカーから放送内容が流れます。大雨や台風
の際などは、放送内容が聞きづらくなります。その場合、次の番号へ電話することによって放送内容を確
認することができます。
　⇒　電話０５２－４００－２９１３
◎「あんしん・防災ねっと」への登録…「あんしん・
防災ねっと」とは、清須市に関する地震や風水害
時の災害情報・避難所情報などの緊急情報を登
録者の携帯電話にメールでお知らせするシステムです。最も有効な手段ですので、携帯電話をお持ちの方
はぜひ登録をしてください。（緊急メール登録は携帯電話のみです。）
【登録手続きについて】
方法①　あんしん・防災ねっとのホームページの『緊急メール　⇒　登録・変更・解除　⇒
　　　　新規登録・登録内容の変更・解除』を選択する。
方法②　“kiyosu-address@anshin-bousai.net”　宛てに、登録を希望する携帯電話から
　　　　空メール（タイトル、本文なしのメール）を送信する。
※迷惑メール対策をされている方は「anshin-bousai.net」からのメールを許可してくだ
　さい。また、右のQRコードからもアクセスできます。
◎「あんしん・防災ねっと」の閲覧…登録を行わなくても、あんしん・防災ねっとのホームページでは「災害時
緊急情報・避難場所検索・休日急病診療」の情報を閲覧することができます。
【閲覧方法について】　http://www.anshin-bousai.net/̃kiyosu/index.html
あんしん・防災ねっとのホームページは、上記アドレスへアクセスしていただきますと、パソコン及び携
帯電話のどちらからでもご覧になることができます。
◎その他にも、市政推進委員を通じた連絡網、広報車による放送なども行っております。情報の入手に努め
ていただくようよろしくお願いします。

災害情報の入手について災害情報の入手について災害情報の入手について

災害用伝言ダイヤル「１７１」について災害用伝言ダイヤル「１７１」について災害用伝言ダイヤル「１７１」について
　災害時には電話がつながりにくくなります。NTTの伝言ダイヤルサービス「１７１」を活用しましょう。ご利
用方法は下記のアドレスをご参照ください。
【災害用伝言ダイヤルについて】 http://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/index.html

東海豪雨１０年実行委員会について東海豪雨１０年実行委員会について東海豪雨１０年実行委員会について
　東海豪雨災害から今年９月で１０年を迎え、この災害を風化させることなく継承し、地域とともに災害に強
いまちづくりを目指すことを目的とし、愛知県や庄内川河川事務所、清須市など関係機関で構成する実行委
員会を組織し、パネルリレーやシンポジウムなどさまざまな事業を実施しています。詳しくは下記の庄内川
河川事務所ホームページをご覧ください。

http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/tokai-gouu/index.html
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｢あいち防災セミナー｣を開催します ■問合せ　防災行政課(本庁舎)｢あいち防災セミナー｣を開催します
　東海豪雨から１０年目の節目を迎える今年、東海豪雨の経験を振り返り、後世に引き継いでいくセミ
ナーを開催します。
と　き　　９月２６日（日）　午後１時３０分～４時１０分
ところ　　清洲市民センター　ホール
内　容　　＜基調講演＞
　　　　　テーマ：今後の災害に備える ～東海豪雨１０年を迎えて～
　　　　　講　師：片田　敏孝氏(群馬大学大学院教授)
　　　　　＜フォーラム＞　テーマ：地域の防災力をどう高めるか
　　　　　＜みんなの防災クイズ＞　※景品あり
定　員　　３７０名（定員となり次第締め切らせていただきます。）
入場料　　無料（ただし、入場整理券が必要です。）
申　込　　防災行政課（本庁舎）・各支所市民サービスセンター・清洲総合福祉センター・新川体育

館にて入場整理券をお渡しします。なお、申込締切日は９月１５日（水）です。
主　催　　愛知県、清須市
共　催　　清須市社会福祉協議会
問合せ　　防災行政課（本庁舎）　電話052－400－2911（代）　ＦＡＸ052－400－2963

※参加者へは記念品として、非常食｢パンですよ！(パンの缶詰)｣オリジナルパッケージを
　プレゼントいたします。

　　　　　※耳の不自由な方のための手話通訳及び要約筆記をご用意しております。

【 同 時 開 催 】
　市内で活動している防災・減災ボランティアグループによる防災イベント開催！地震体験コーナー、
スタンプラリー（先着２００名様）もあります。皆さまお誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。
と　き　　９月２６日（日）　午前１０時３０分～午後１時３０分
ところ　　清洲市民センター　ロビー
内　容　　地震体験車の体験・備蓄品の展示紹介・簡易トイレ展示・
　　　　　家具転倒防止パネル展示・ガラス飛散通路体験・液状化体験・
　　　　　ぬり絵コーナー・ガラス飛散防止フィルム貼実演　など
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　平成２２年国勢調査（１０月１日現在）を行うため、今月の下旬頃から調査員がお伺いしますので、ご協力
をお願いします。
　調査員は、身分証明書（調査員証）を携帯しておりますので、不審と思われる場合は、十分にご注意をし
ていただき市役所までご連絡ください。
　今回の調査から調査票を市役所へ直接郵送が出来るようになりました。調査票に記入していただいた内
容については、統計法に基づき秘密が厳守されますので、正確にご記入ください。

■国勢調査の内容についての問合せ先（総務省コールセンター）
　9/11（土）～10/31（日）　午前８時～午後9時（土日・祝日もご利用できます。）
　電話 ０５７０－０１－２０１０（固定電話の場合、全国一律に市内通話料金となります。）
■清須市国勢調査担当連絡先（清須市コールセンター）
　9/15（水）～10/29（金）　午前8時30分～午後5時（平日のみ）
　※9/25･26、10/2･3はご利用できます。
　フリーダイヤル ０１２０－６４４１１８（通話料は無料となります。）
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清須返し時代絵巻

10月10日（日）

　時代行列が通過する沿道道路は、時代行列

が通過する約 1時間前から通過後まで車両通

行止めとなります。

　沿道の皆様には大変御迷惑をおかけします

が、ご理解とご協力をよろしくお願いいたし

ます。

■問合せ　企画政策課（本庁舎）

清須越四百年ホームページもご覧ください。
http://www.kiyosu400.jp/

　時代行列は午前11時にみずとぴぁ庄内を出発

し、美濃路を通り清洲城を目指します。そして、

午後２時ごろから、清洲公園駐車場の特設ステー

ジに順次ゴールします。

　また、特設会場では山車五輌揃えや、やると総

踊りなどのイベントを予定しています。

清須越四百年事業「出張！なんでも鑑定団 in 清須」の模様は、
９月７日（火）午後８時５４分からテレビ愛知で放送されます。  

国勢調査にご協力ください国勢調査にご協力ください
国勢調査は、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です国勢調査は、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です

国勢調査にご協力ください国勢調査にご協力ください
国勢調査は、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です国勢調査は、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です

国勢調査にご協力ください
国勢調査は、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です

お知らせ
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　清須市では、厳しい雇用情勢に対応するため、次の委託事業を実施し就業の機会を創出します。

平成平成22年度緊急雇用創出事業等に関する求人情報等のお知らせ年度緊急雇用創出事業等に関する求人情報等のお知らせ平成22年度緊急雇用創出事業等に関する求人情報等のお知らせ

１
地域資源の発掘及び情報発信事業
地域資源（歴史・水辺空間など）の取材、情報収集、画像データの作
成、観光イベント時の展示作業など

２

番号 求人予定数業務名及び業務内容
■今後、求人を予定している事業

■現在求人中の事業

事業予定期間

３

家屋台帳デジタル化事業
　家屋台帳を電子化する作業

５人

３人

安全・安心まちづくりパトロール事業
青色パトロールカーを使用して、市域の防犯パトロールを実施

平成２２年　９月
～２３年　２月

平成２２年１０月
～２３年　３月
平成２２年１０月
～２３年　３月 ４人

■問合せ　企画政策課（本庁舎）　電話 052－400－2911（内線１２２１）

事業系一般廃棄物実態調査事業 都市公園台帳作成事業事業名

事業内容

採用人数

問 合 せ

応募方法
採　　用

事業系一般廃棄物調査、
啓発チラシ等の配布作業 都市公園の現地調査、台帳の電子化作業
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氏
及
び
織
田 

鋠

氏
に
旭
日
単
光
章

　

6
月
18
日
に
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
、

元
春
日
町
議
会
議
員
の
太
田
卓
男
氏

と
6
月
23
日
に
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
、

元
新
川
町
議
会
議
員
の
織
田 

鋠
氏

の
功
績
に
対
し
、
旭
日
単
光
章
が
伝

達
さ
れ
ま
し
た
。

　

太
田
氏
は
、
平
成
7
年
4
月
に
春

日
町
議
会
議
員
に
初
当
選
し
て
以
来
、

平
成
19
年
4
月
ま
で
の
3
期
12
年
、

織
田
氏
は
、
昭
和
58
年
5
月
に
新
川

町
議
会
議
員
に
初
当
選
し
て
以
来
、

平
成
15
年
4
月
ま
で
の
3
期
12
年
の

永
き
に
渡
り
そ
れ
ぞ
れ
活
躍
さ
れ
、

地
方
自
治
の
発
展
に
尽
力
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
こ
に
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り

い
た
し
ま
す
。

6人 7人

ハローワークを通じてお申込みください。
契約事業者で採用（採用者を決定次第、募集を締め切ります。）

株式会社　創建
電話０５２－６８２－５０４１

株式会社　中測技研
電話０５２－６９４－３１２１

し
ん

※新町名の区域については、広報清須８月号をご覧ください。

水野　芳子氏

新町名（変更後の住所） 郵便番号

清須市花水木一丁目・二丁目

清須市土田二丁目・三丁目

清須市清洲一丁目

清須市廻間三丁目

〒452－0９４７

〒452－0945

〒452－0942

〒452－0946
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　平成22年8月27日告示の清洲土田土地区画整理事業による町名地番の変更に伴う主な住所変更手続きにつ
いては、下表のとおりとなります。変更地区内にお住まいで該当する方は、手続きをしてください。その他
法令等により、住所変更の手続きが必要なものについては、所定の手続きをしてください。

清洲土田土地区画整理事業清洲土田土地区画整理事業　町名地番町名地番の変更変更に伴う住所変更伴う住所変更によるによる手続き手続きのお知らせお知らせ清洲土田土地区画整理事業清洲土田土地区画整理事業　町名地番町名地番の変更変更に伴う住所変更伴う住所変更によるによる手続き手続きのお知らせお知らせ清洲土田土地区画整理事業　町名地番の変更に伴う住所変更による手続きのお知らせ

※変更証明書（無料）の発行について
　以下の証明書を市役所本庁舎・西枇杷島支所・清洲支所・春日支所で発行します。
　●住所・本籍変更証明書(住所・本籍の変更証明)　⇒　■問合せ　市民課（本庁舎）
　●町名地番変更証明書(土地の所在の変更証明)　　⇒　■問合せ　税務課（本庁舎）

国民健康保険被保険者証
後期高齢者医療被保険者証
福祉医療費受給者証
（子ども・障害者・精神障害者・
後期高齢者福祉・母子家庭等）

保険証・各受給者証
をお持ちの方

保険年金課（本庁舎）・
西枇杷島支所・清洲支
所・春日支所

○保険証・各受給者証
○印鑑（認印可）

現在のままでも使用で
きますが、必要に応じ
て来庁された際に手続
きができます。

年金証書（老齢・障害・遺族等）
各証書をお持ちの方
（年金受給者の方）

名古屋西年金事務所
☎０５２-５２４-６８５５
（郵送可）

○住所変更届（ハガキ）
○印鑑（認印可）
☞市役所各庁舎にある
変更届（ハガキ）に記
入の上、届け出（郵
送可）してください。

お早めに手続きをして
ください。

介護保険被保険者証

このような事は
 （項　目）

だれが
 （該当者）

どこへ
 （申請先）

何をもって
 （必要書類等）

いつまでに
 （申請期限）

保険証をお持ちの方
高齢福祉課（清洲庁舎）・
市民課（本庁舎）・西枇
杷島支所・春日支所

○保険証
○印鑑（認印可）

現在のままでも使用で
きますが、必要に応じ
て来庁された際に手続
きができます。

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
自立支援医療受給者証
（精神通院・更生医療）
障害福祉サービス受給者証
地域生活支援事業受給者証

各手帳・各受給者証
をお持ちの方

社会福祉課（清洲庁舎）・
市民課（本庁舎）・西枇
杷島支所・春日支所
☞社会福祉課（清洲庁
舎）以外は、一旦手
帳等をお預かりし、
後日の交付となりま
す。

○各手帳・各受給者証
○印鑑（認印可）

現在のままでも使用で
きますが、必要に応じ
て来庁された際に手続
きができます。

外国人登録証明書
外国人登録証明書を
お持ちの方

市民課（本庁舎）・西枇
杷島支所・清洲支所・
春日支所

○外国人登録証明書
お早めに手続きをして
ください。

土地・建物登記簿【権利部】
《所有権者の住所変更登記》
《抵当権者等の住所変更登記》

土地・建物を所有ま
たは抵当権等の権利
者として登記してい
る方

対象となる土地・建物
を管轄する法務局
（郵送可）

○登記申請書（法務局、
市役所各庁舎に備付）
○印鑑（認印可）
○変更証明書（※後述）

お早めに手続きをして
ください。

法人登記簿
《本店、支店の所在地及び代表
者等の住所変更登記》

町名地番が変更され
た結果、登記内容に
変更を生じた法人の
代表者

名古屋法務局（本局）
☎０５２-９５２-８１１１
（郵送可）

○登記申請書（法務局
に備付）
○印鑑（届出印）
○変更証明書（※後述）

本店…２週間以内
支店…３週間以内

自動車等運転免許証 自動車等運転免許証
をお持ちの方

西枇杷島警察署
☎０５２-５０１-０１１０
※愛知県内の警察署で
あれば、どこでも手
続きができます。

○運転免許証
○変更証明書（※後述）
もしくは住所変更通
知書

お早めに手続きをして
ください。

事業地区内の土地については、換地処分により
登記事務が停止されるため、解除後（住所変更日
から約２か月後）に手続き可能となります。
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老
齢
基
礎
年
金
の
額
を
増
や
し
た

老
齢
基
礎
年
金
の
額
を
増
や
し
た

い
方
に
は「
付
加
年
金
」と
い
う

い
方
に
は「
付
加
年
金
」と
い
う

制
度
が
あ
り
ま
す

制
度
が
あ
り
ま
す

老
齢
基
礎
年
金
の
額
を
増
や
し
た

い
方
に
は「
付
加
年
金
」と
い
う

制
度
が
あ
り
ま
す

■
問
合
せ　

保
険
年
金
課（
本
庁
舎
）

加
藤　

丈
人　

様

　

絵
画「
疾
風　

織
田
信
長
」

　

戸
屋
勝
利　

作　
　
　
　
　

１
点

　　

織
田
信
長
公
ゆ
か
り
の
清
洲
城
に

展
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご

厚
意
に
感
謝
し
、
厚
く
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た

「疾風　織田信長」

清須市清洲勤労福祉会館清須市清洲勤労福祉会館（アルコ清洲アルコ清洲）
指定管理者の公募について指定管理者の公募について
清須市清洲勤労福祉会館清須市清洲勤労福祉会館（アルコ清洲アルコ清洲）
指定管理者の公募について指定管理者の公募について
清須市清洲勤労福祉会館（アルコ清洲）
指定管理者の公募について

　　　　

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
の
方

（
自
営
業
等
の
方
と
学
生
の
方
に
限
ら

れ
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等
の
方
と
そ
の
被

扶
養
配
偶
者
の
方
は
除
か
れ
ま
す
。）

が
、
20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
の
40

年
間
、
月
額
１
万
5
１
0
0
円（
平
成

22
年
度
価
格
）の
保
険
料
を
納
め
る
と
、

65
歳
か
ら
79
万
2
１
0
0
円（
月
額
6

万
6
0
0
8
円
・
平
成
22
年
度
価
格
）

の
老
齢
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
年
金
額
を
も
う
少
し
引
き
上
げ

た
い
と
お
考
え
の
方
に
は
、「
付
加
年

金
」と
い
う
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

▼
付
加
保
険
料
と
付
加
年
金
の
額

　

付
加
年
金
を
受
け
る
た
め
に
は
、
冒

頭
の
通
常
の
保
険
料
と
と
も
に
、
月
額

4
0
0
円
の
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

付
加
年
金
の
額
は
、「
2
0
0
円×

付
加
保
険
料
を
納
め
た
月
数
」の
式
で

計
算
さ
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
付
加
保
険
料
を
5
年
間

（
60
か
月
）納
め
た
と
き
の
総
付
加
保
険

料
額
の
2
万
4
0
0
0
円（
4
0
0
円

×

60
か
月
）に
対
し
、
65
歳
か
ら
老
齢

基
礎
年
金
と
一
緒
に
支
給
さ
れ
る
付
加

年
金
の
額
は
年
額
１
万
2
0
0
0
円

（
2
0
0
円×

60
か
月
）と
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
2
年
間
で
元
金
が
か
え
っ
て

く
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
付
加
保
険

料
を
10
年
納
め
た
方
、
40
年
納
め
た
方

に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。

　

公
的
年
金
を
損
得
勘
定
で
考
え
る
の

に
は
一
部
の
ご
批
判
も
あ
り
ま
す
が
、

あ
え
て
言
え
ば
、
こ
の
厳
し
い「
超
低

金
利
時
代
」に
あ
っ
て
は
、
朗
報
と
言

え
る
制
度
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

た
だ
し
、
付
加
年
金
に
は
、
物
価
の

上
下
に
対
応
し
た「
物
価
ス
ラ
イ
ド
制

度
」な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
付
加
年
金
は
老
齢
基
礎
年
金

と
い
っ
し
ょ
に
支
給
さ
れ
る
た
め
、
繰

上
げ
支
給
ま
た
は
繰
下
げ
支
給
を
し
た

と
き
に
は
、
本
体
の
老
齢
基
礎
年
金
と

同
じ
割
合
で
減
額
ま
た
は
増
額
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

▼
付
加
保
険
料
を
納
め
ら
れ
る
方
は

　

付
加
保
険
料
を
納
め
ら
れ
る
方
は
、

次
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

①
自
営
業
者
な
ど
の
国
民
年
金
の
第

１
号
被
保
険
者
の
方
に
限
ら
れ
ま
す
。

②
半
額
免
除
な
ど
の
一
部
免
除
を
含

め
、
保
険
料
を
免
除
さ
れ
て
い
る
方
は

付
加
保
険
料
を
納
め
ら
れ
ま
せ
ん
。③

60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
な
ど
、
国
民

年
金
の
任
意
加
入
者
の
方
も
付
加
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。④
国

民
年
金
基
金
の
加
入
員
に
な
っ
た
方
は

付
加
保
険
料
を
納
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
付
加
保
険
料
は
、
納
付
期
限

を
過
ぎ
る
と
納
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま

た
、
口
座
振
替
や
割
安
に
な
る
前
納
制

度
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
付
加
保
険
料
の
手
続
き
と
相
談
先
は

　

付
加
保
険
料
の
手
続
き
と
相
談
先

は
、
保
険
年
金
課（
本
庁
舎
）又
は
名
古

屋
西
年
金
事
務
所（
☎
0
5
2‐

5
2

4‐

6
8
5
5
）と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
付
加
保
険
料
を
納
付
し
て
い

る
方
は
、
い
つ
で
も
任
意
の
と
き
に
申

し
出
て
、
そ
の
納
付
を
や
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
が
、
そ
の
場
合
で
も
掛
け
捨

て
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
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●不燃ごみ収集■坂町、東町、中河原、下河原…･第 1・ 3 水曜日■横町、西町、旗本、下堀江、西堀江（名鉄津島線より南側）
…第 1・ 3 土曜日■外町、寺野（花園・元町・郷前）、鍋片、助七（一丁目・二丁目）…第 2・ 4 水曜日■豊町、西堀江（名鉄津島
線より北側）…第 2・ 4水曜日■寺野（花笠・美鈴・池端）、助七（五反田・東山中・芳花・美里）、阿原…第 1 ・ 3 土曜日



暴風警報発令の場合は『ごみ回収』は全て中止です暴風警報発令の場合は『ごみ回収』は全て中止です

■問合せ　生活環境課（本庁舎）

事業者の皆さんへごみ減量にご協力ください！事業者の皆さんへごみ減量にご協力ください！

プラスチックごみの分別収集にご協力を！プラスチックごみの分別収集にご協力を！

　台風が接近すると「暴風警報」が発令される場合がありますが、暴風警報が午前７時の時点で発令され
ている場合は、当日のごみ回収は、全て中止となります。
　可燃ごみ、不燃ごみやプラスチックごみは、指定日の午前８時までに指定場所へ出していただいてい
ますが、これらのごみ回収も中止となりますので、よろしくお願いします。なお、粗大ごみの回収日に
ついては、予備日を後日ご連絡します。
　また、各地区の資源ごみは、前日に回収容器が準備されますが、ごみを出さないようお願いします。

　日頃はプラスチックごみの分別収集にご協力をいただきありがとうございます。
　しかし、プラスチックごみの中には、不燃ごみプラスチック製品、内容物が残っているチューブ類、
空き缶、空き瓶、かさなどの不燃物が混入して
いることが多くあります。プラスチック以外の
ごみが混入していると適正にリサイクルするこ
とができません。分別を正しく守っていただ
き、ごみの減量化・資源化にご協力をお願いい
たします。

　一般廃棄物（ごみ）は、家庭から出る家庭系ごみと事業活動から出る事業系ごみ※に分かれます。
　家庭系ごみは、市の委託業者により収集しておりますが、事業系ごみは自らの責任において適正に処理
することとなっております。そのため、事業者の皆さんは一般家庭用ごみ袋(黄色)を使用せず、事業系ごみ
袋(許可業者より受取ってください)を使用し、市の事業用一般廃棄物収集運搬許可業者と個々に契約をして
ください。
　ごみ減量を一層推進するためにも、事業者の皆さんのご協力をお願いいたします。
※事業系ごみとは･･･
　会社、工場、事務所や店舗(飲食店等)など営利を目的とするものだけでなく官公署、学校などの公共
施設も含めて事業活動から出されるごみをいいます。

■問合せ　生活環境課（本庁舎）

■問合せ　生活環境課（本庁舎）

㈱ 海 部 清 掃

㈱ オ ー ル サ ー ビ ス

㈲ ケ ー ア イ

東 海 装 備 ㈱

㈲ 名 古 屋 清 掃

丸 二 衛 生 ㈲

宮 澤 紙 業 ㈱

052－441－5353

052－441－0585

0568－24－0279

052－432－5130

052－821－5353

0567－96－4402

052－441－5308

オオブ ユ ニティー ㈱
西 部 営 業 所
㈲ 岡 田 商 店

㈱ 三 清 社

永 井 産 業 ㈱

丸 真 ㈱

ミ ナ ミ 産 業 ㈱

052－501－4811

052－433－0386

052－584－7272

052－400－3666

0587－23－5181

0568－23－1111

事業者名 電話番号 事業者名 電話番号
市の事業用一般廃棄物収集運搬許可業者は次のとおりです。

空き瓶や空き缶など 内容物の残ったチューブ類

9

（番号のかけ間違いにご注意を）
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新川地区●可燃ごみ収集：■坂町、東町、中河原、下河原…毎週火・金曜日■横町、西町、旗本、下堀江、西堀江（名鉄津島線
より南側）…毎週火・金曜日■外町、寺野（花園・元町・郷前）、鍋片、助七（一丁目・二丁目）…毎週月・木曜日■豊町、西堀江（名
鉄津島線より北側）…毎週月・木曜日■寺野（花笠・美鈴・池端）、助七（五反田・東山中・芳花・美里）、阿原…毎週火・金曜日







　長年にわたり社会の進展に貢献されてきた高齢者の方々の長寿を祝い、75歳以上（昭和10年12月
31日以前出生者）の方及び結婚50周年夫婦を招待し、敬老会を開催します。式典では楽しいアトラク
ションを計画していますので、皆様お誘い合わせのうえお出かけください。

と　き　９月15日（水）
　　　　［受付］　午前８時45分～９時30分
　　　　［開会］　午前９時30分

ところ　新川体育館
　　　　※荒天の場合は中止します。

〈アトラクション〉
『保育園児による清須音頭』
『大須演芸場による演歌・漫才・コント』

　
市敬老金の支給について
　大正12年生まれ（数え88歳）の方へ、９月15日～21日の老人
週間中に地区民生委員が敬老金を配布します。

■問合せ　高齢福祉課（清洲庁舎）　電話０５２－４００－２９１１（代）

第６回　清須市敬老会第６回　清須市敬老会第６回　清須市敬老会

昨年の市敬老会

※雨天の場合は中止となります
■問合せ　スポーツ課（新川体育館）　電話052－409－1535　【月曜日休館】

体育祭開催のお知らせ体育祭開催のお知らせ体育祭開催のお知らせ

と　き　１０月３日（日）
　　　　午前９時００分開始

ところ　西枇杷島小学校校庭

清須市にしび体育祭清須市にしび体育祭 第４１回清須市春日体育祭第４１回清須市春日体育祭

第６３回清須市清洲体育祭第６３回清須市清洲体育祭 第５７回清須市新川体育祭第５７回清須市新川体育祭

清須市にしび体育祭清須市にしび体育祭 第４１回清須市春日体育祭第４１回清須市春日体育祭

第６３回清須市清洲体育祭第６３回清須市清洲体育祭 第５７回清須市新川体育祭第５７回清須市新川体育祭

清須市にしび体育祭
と　き　１０月３日（日）
　　　　午前８時３０分開始

ところ　春日小学校校庭

第４１回清須市春日体育祭

と　き　１０月１７日（日）
　　　　午前８時３０分開始

ところ　清洲中学校校庭

第６３回清須市清洲体育祭
と　き　１０月１７日（日）
　　　　午前９時００分開始

ところ　新川中学校校庭

第５７回清須市新川体育祭
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イベントニュースイベントニュースイベントニュース

弁天町、地領…毎月第 4土曜日■小場全域、養和町、県営宮前住宅、旭町、三菱社宅、笹原町、池端町、北六軒町、西川口、四軒家、
松原北部、北二ツ杁、富士岳、ラドーニ西枇杷島、ネオハイツ枇杷島、日の出西、ユニーブル清須、ラヴィエール芳野公園、
トランシエ二ツ杁、二ツ杁住宅、第六菱風寮…毎月第 2水曜日■東六軒町、西六軒町、南六軒町、松原東部、松原西部、杁東、杁西、
スカイレジデンス、レジデンス松原…毎月第 4水曜日



　芸能部門所属のカラオケクラブが、一堂に会して発表会を行います。皆さんお誘い合わせのうえ、
ぜひお越しください。

と　き　　９月１２日（日）　午前１０時３０分～午後４時３０分

ところ　　カルチバ新川　文化ホール

主　催　　清須市文化協会

【出演クラブ】
新川カラオケ連合会、くすの木会、みちくさ教室、さくら、
カラオケクラブ「にしび会」、春日歌謡クラブ、分地歌謡クラ
ブ、ハッピークラブ春日地区、春日地区アンコール、春日地
区あすなろ会

清須市文化協会カラオケ発表会

　今年は４地区（西枇杷島、新川、清洲、春日）の文化展を
１会場にて行います。

と　き　　１０月３０日（土）・３１日（日）

ところ　　アルコ清洲

主　催　　清須市文化協会

※作品の募集受付は１０月からを予定しておりますので、
　出品希望の方は準備をお願いします。詳細につきまし
　ては、広報１０月号でお知らせします。

清 須 市 文 化 展

　芸能部門所属の各クラブが、２日間にわたり発表
会を行います。また、今年度からコーラスクラブ
も参加します。皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひ
お越しください。

と　き　　１１月１３日（土）・１４日（日）

ところ　　春日公民館

主　催　　清須市文化協会

※詳細につきましては、広報１１月号でお知らせし
　ます。

■問合せ　清須市文化協会事務局（清洲市民センター内【月曜日休館】）　電話０５２－４０９－６４７１

清須市芸能発表会

昨年の市文化展

昨年の市芸能発表会
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イベントニュースイベントニュースイベントニュース

西枇杷島地区●可燃ごみ収集■県道西側…毎週火・金曜日■県道東側…毎週月・木曜日　●不燃ごみ収集■県道西…第 1・ 3水
曜日■県道東側…第 1・3土曜日　●プラスチックごみ収集■県道西側…毎週土曜日■県道東側…毎週水曜日　●資源ごみ収集■
郷1部、郷 2部、郷 3部全域、グランドメゾン小田井、十軒町、新十軒町、橋詰町、砂入町、日の出東、ジャルダン、北問屋町東・西、
問屋町、平和ビル…毎月第 2土曜日■大和全域、上砂入、サンコート西枇、西枇公団、城並全域、宝マンション小田井、古城、花咲町、
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